
○
環
境
省
告
示
第
三
十
号

環
境
基
本
法
（
平
成
五
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
三
年
八
月
環
境
庁
告
示
第
四
十

六
号
（
土
壌
の
汚
染
に
係
る
環
境
基
準
に
つ
い
て
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日

環
境
大
臣

大
塚

珠
代

別
表
四
塩
化
炭
素
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ク
ロ
ロ
エ
チ
レ

検
液
１
Ｌ
に
つ
き
0
.
0
0
2
m
g
以
下
で
あ
る

平
成
９
年
３
月
環
境
庁
告
示
第
1
0
号
付
表
に
掲

ン

（別
名
塩
化

こ
と

。

げ
る
方
法

ビ
ニ
ル
又
は
塩

化
ビ
ニ
ル
モ
ノ

マ

ー
）

同
表
ほ
う
素
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

１
４

―ジ
オ

検
液
１
Ｌ
に
つ
き
0
.
0
5
m
g
以
下
で
あ
る
こ

昭
和
4
6
年
1
2
月
環
境
庁
告
示
第
5
9
号
付
表
７
に

，

キ
サ
ン

と

。

掲
げ
る
方
法

付
表
の
２
中
「
四
塩
化
炭
素
」
を
「
四
塩
化
炭
素
、
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
」
に
改
め
、
「
及
び
ベ
ン
ゼ
ン
」
を
「
、
ベ

ン
ゼ
ン
及
び
１
，
４
―
ジ
オ
キ
サ
ン
」
に
改
め
る
。


